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Ⅰ これまでの経緯
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保護者制度・入院制度に係るこれまでの経緯

年 保護者制度 入院制度

精
神
病
者
監
護
法

明治３３年 ・精神病者監護法の公布
① 後見人、配偶者、親権を行う父又は母、戸主、親族で
選任した四親等以内の親族を精神病者の監護義務者と
して、その順位を定める。
また監護義務者がないか、いてもその義務を履行でき

ないときは住所地、所在地の市区町村長に監護の義務
を負わせる。

② 精神病者を監置できるのは監護義務者だけで、病者
を私宅、病院などに監置するには、監護義務者は医師の
診断書を添え、警察署を経て地方長官に願い出て許可
を得なくてはならない。

精
神
病
院
法

大正８年 ・精神病院法の公布
地方長官は、医師の診断により、精神病

者監護法によって市区町村長が監護すべき
者、罪を犯した者で司法官庁が特に危険があ
ると認める者、療養の道なき者、地方長官が
入院の必要を認める者等を精神病院に入院
させることができる。

精
神
衛
生
法

昭和２５年 ・精神衛生法の公布
保護義務者の制度の創設、私宅監置制度の廃止、保護義

務者による保護拘束の規定等

◎措置入院制度の創設（第２９条）
◎保護義務者の同意入院制度の創設（３３

条）
◎仮入院制度（３週間）創設（第３４条）

昭和４０年
改正

・保護義務者による保護拘束の規定の削除 ◎緊急措置入院制度の創設（第２９条の２）
◎入院措置の解除規定創設（第２９条の４）
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精
神
保
健
法

昭和６２年
改正

◎任意入院制度の創設（第２２条の２）
◎同意入院を医療保護入院と改名（第３３条）
◎指定医の判定を入院要件化（第３３条第１

項）
◎扶養義務者の同意による医療保護入院等を

認める仕組の導入（第３３条第２項）
◎医療保護入院に係る告知義務及び告知延

期期間の規定を創設（第３３条の３）
◎応急入院制度の創設（第３３条の４）

平成５年改
正

・「保護義務者」の名称を「保護者」に改正
・措置解除により退院した場合等において、保護者は必要
に応じて精神科病院及び社会復帰施設（障害福祉サービ
ス事業者）等に対して支援を求めることができる旨を新た
に規定（２２条の２）

◎仮入院期間を１週間へ短縮（第３４条）

平成７年改
正

◎告知延長期間を４週間と設定（第３３条の３）

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律

平成１１年
改正

・保護者の保護の対象から任意入院者及び通院患者を除
外

・保護者の義務のうち自傷他害防止監督義務を削除（保護
者の義務の軽減）

・保護者となることができる範囲に民法における成年後見
制度の保佐人を追加

◎移送制度を法律上明文化（第２９条の２の
２）

◎医療保護入院の要件の明確化（任意入院等
の状態にない旨を明記）（第３３条第１項）

◎移送制度の創設（第３４条）
◎仮入院制度の廃止

平成１７年
改正

◎特定医師の診察による医療保護入院等の
特例措置導入（第３３条第４項、第３３条の４
第２項）
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Ⅱ 保護者制度について
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保護者制度の概要

「保護者」は、精神障害者に必要な医療を受けさせ、財産上の保護を行うなど、患者の生活行動一般
における保護の任に当たらせるために、設けられた制度。
患者の医療保護を十分に行おうとする要請と、患者の人権を十分に尊重しようとする要請との間にあ

り、
①任意入院者及び通院患者を除く精神障害者に治療を受けさせること（２２条１項）
②任意入院者及び通院患者を除く精神障害者の財産上の利益を保護すること（２２条１項）
③精神障害者の診断が正しく行われるよう医師に協力すること（２２条２項）
④任意入院者及び通院患者を除く精神障害者に医療を受けさせるに当たって医師の指示に従う
こと（２２条３項）

⑤回復した措置入院者等を引き取ること（４１条）
⑥医療保護入院の同意をすることができること（３３条１項）
⑦退院請求等の請求をすることができること（３８条の４）
⑧⑤による引き取りを行うに際して、精神病院の管理者又は当該病院と関連する精神障害者社会復
帰施設の長に相談し、及び必要な援助を求めること（２２条の２）

という役割が規定されている。

保護者制度とは

保護者となり得る人とその順位

① 後見人又は保佐人（※ ②～④の者と順位変更はできない。）
② 配偶者
③ 親権を行う者
④ ②③の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者 5



精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
（昭和二十五年法律第百二十三号）（抄）

（保護者）
第二十条 精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに
該当する者は保護者とならない。
一 行方の知れない者
二 当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
四 破産者
五 成年被後見人又は被保佐人
六 未成年者

２ 保護者が数人ある場合において、その義務を行うべき順位は、次のとおりとする。ただし、本人の保護のため特に必要があると認める場合には、後
見人又は保佐人以外の者について家庭裁判所は利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。
一 後見人又は保佐人
二 配偶者
三 親権を行う者
四 前二号の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者

３ 前項ただし書の規定による順位の変更及び同項第四号の規定による選任は家事審判法（昭和二十二年法律第百五十二号）の適用については、
同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。

第二十一条 前条第二項各号の保護者がないとき又はこれらの保護者がその義務を行うことができないときはその精神障害者の居住地を管轄する市
町村長（特別区の長を含む。以下同じ。）、居住地がないか又は明らかでないときはその精神障害者の現在地を管轄する市町村長が保護者となる。

第二十二条 保護者は、精神障害者（第二十二条の四第二項に規定する任意入院者及び病院又は診療所に入院しないで行われる精神障害の医療を
継続して受けている者を除く。以下この項及び第三項において同じ。）に治療を受けさせ、及び精神障害者の財産上の利益を保護しなければならな
い。

２ 保護者は、精神障害者の診断が正しく行われるよう医師に協力しなければならない。
３ 保護者は、精神障害者に医療を受けさせるに当たつては、医師の指示に従わなければならない。

第二十二条の二 保護者は、第四十一条の規定による義務（第二十九条の三又は第二十九条の四第一項の規定により退院する者の引取りに係るも
のに限る。）を行うに当たり必要があるときは、当該精神科病院若しくは指定病院の管理者又は当該精神科病院若しくは指定病院と関連する障害者
自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る事業（以下「障害福祉サービス事業」という。）を行う者に対し、当該精神障害者の社
会復帰の促進に関し、相談し、及び必要な援助を求めることができる。
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7

（医療保護入院）
第三十三条 精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、保護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。
一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十二条の三
の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの

二 第三十四条第一項の規定により移送された者
２～７ （略）

（医療保護入院等のための移送）
第三十四条 都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を
図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつき、保
護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第三十三条第一項の規定による入院をさせるため第三十三条の四第一項に規定する精神
科病院に移送することができる。
２～４ （略）

（相談、援助等）
第三十八条 精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設において医療を受ける精神障害者の社会復帰の促進を図
るため、その者の相談に応じ、その者に必要な援助を行い、及びその保護者等との連絡調整を行うように努めなければならない。

（退院等の請求）
第三十八条の四 精神科病院に入院中の者又はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該入院中の者を退院さ
せ、又は精神科病院の管理者に対し、その者を退院させることを命じ、若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じることを求
めることができる。

（保護者の引取義務等）
第四十一条 保護者は、第二十九条の三若しくは第二十九条の四第一項の規定により退院する者又は前条の規定により仮退院する者を引き取り、か
つ、仮退院した者の保護に当たつては当該精神科病院又は指定病院の管理者の指示に従わなければならない。

（医療及び保護の費用）
第四十二条 保護者が精神障害者の医療及び保護のために支出する費用は、当該精神障害者又はその扶養義務者が負担する。



成年後見制度について

○ 本制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な者の権利擁護制度。

○ 高齢社会への対応及び知的障害者・精神障害者等の福祉の充実の観点から、自己決定の尊重、残存能
力の活用、ノーマライゼーション等の新しい理念と従来の本人の保護の理念との調和を図ることを目

的として、旧民法における禁治産制度及び準禁治産制度を改めたもの。
※「民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９号）」による。

○ 法定後見制度と任意後見制度に分けられる。

○ 法定後見制度には、本人の事理弁識能力の程度により、後見、保佐、補助の３種類がある。
※審判の申立てから審判の確定までに要する期間は、おおむね４か月程度（個々の事案により異なる）。

概要

成年後見人等に選任される者

○ 本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任（父母等親族が選任
される場合もある。）。

○ 本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選
ばれる場合がある。

○ 成年後見人等を複数選ぶことも可能。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれること
もある。

（注） 法務省ホームページによる。 8



法定後見制度の概要

9

※法務省ホームページによる。
(注１) 本人以外の者の請求により，保佐人に代理権を与える審判をする場合，本人の同意が必要。補助開始の審判や補助人に同意

権・代理権を与える審判をする場合も同様。
(注２) 民法13条１項では，借金，訴訟行為，相続の承認・放棄，新築・改築・増築などの行為が挙げられている。
(注３) 家庭裁判所の審判により，民法13条１項所定の行為以外についても，同意権・取消権の範囲を広げることが可能。
(注４) 日常生活に関する行為は除かれる。

後 見 保 佐 補 助

対象者
判断能力が欠けているのが
通常の状態の者

判断能力が著しく不十分な
者

判断能力が不十分な者

申立てをすることができる人

本人，配偶者，四親等内の親族，検察官など

市町村長(注１)

成年後見人等(成年後見人・
保佐人・補助人)の同意が必
要な行為

民法13条１項所定の行為
(注２)(注３)(注４)

申立ての範囲内で家庭裁
判所が審判で定める「特定
の法律行為」(民法13条１
項所定の行為の一部)(注
１)(注２)(注４)

－

取消しが可能な行為
日常生活に関する行為以外
の行為

同 上(注２)(注３)(注
４) 同 上(注２)(注４)

成年後見人等に与えられる代
理権の範囲

財産に関するすべての法律
行為

申立ての範囲内で家庭裁
判所が審判で定める「特定
の法律行為」(注１)

同 左(注１)



10

過去５年における申立件数の推移

成年後見関係事件の概況
－平成２１年１月～１２月－

※ 裁判所ＨＰより



【概要】
障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障

害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者
の権利擁護を図る。
［地域生活支援事業費補助金］

【実施主体】
市町村（共同実施も可能）（指定相談支援事業者等へ委託することができる。）

【対象者】
障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする重度の知的障害者又は精神障害者であり、後

見人等の報酬等必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困
難であると認められる者。

【事業の具体的内容】
成年後見制度の申立てに要する経費（登記手数料、鑑定費用）及び後見人等の報酬の全

部又は一部を助成する。

成年後見制度利用支援事業

11



成年後見制度研究会報告書
（平成２２年７月成年後見制度研究会）（抄）

２ 医療同意

(1) 問題の所在等

現在，成年被後見人など医療行為の是非について判断する能力を有しない者
に対して医療行為を行う際にどのようなプロセスを経る必要があるのか－例

えば，医療行為を受ける者の家族等に対して十分なインフォームドコンセントを行
い，その家族等から当該医療行為について同意を得た上で医療行為を行うものと
するなど－を一般的に定める法令又はガイドライン等は存在しない。*1*2

*1 平成11年の成年後見制度導入の際の手術・治療行為その他の医的侵襲に関する決定権・同意権

に関する規定を導入することが見送られた経緯については，小林昭彦＝原司「平成一一年民法一部

改正法等の解説」269頁参照。

* 2 ただし，終末期医療については「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」（平成19年５月
厚生労働省）がある。

したがって，本人が医療行為の是非について判断する能力を有しない場合に
おいて，医療機関が成年後見人等に対して本人に対し医療行為を行うことにつ
いて同意することを求めても，成年後見人等としてはその求めに応じて医療行
為に同意することができない状況にあるといえる。

（続く）
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しかしながら，実際上は，家族等の身寄りがない本人に対して医療行為を
行う際には，医療機関が本人に対する医療行為について成年後見人等の同意
を求める場合がある。研究会では，成年後見人等は，インフルエンザの予防接
種など本人に対する医的侵襲が軽微であり，その医療行為の副作用が発症す
る可能性がそれほど高くないような場合には同意することを迷わないが*3，そ

の手術が生命に危険を及ぼす場合や手術をしなくとも生命に別状はないが手術
をしないと身体に障がいが残る可能性が高いというような場合には同意すべきか
どうか悩ましいといった実情が紹介された。

*3 予防接種法第8条第２項は保護者である成年後見人において、本人に予防接種を受けさせるよう

努力義務を課している。

この点に関連し，医療機関の中には，本人が医療行為の是非について判断す
る能力を有しない場合において手術等の重大な医療行為を行う際には，複数
の専門家等により構成する委員会等において判断する能力を有しない者に対
して医療行為を行うことが妥当かどうかを審査した上で，成年後見人等の同
意がなくとも，当該医療行為を行っているところがあり，この問題の解決方法

を検討する際に参考になる。

（続く）
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(2) 検討

研究会においては，成年後見人等が医療行為について同意できないことによ
り，本人に対する医療行為が適切に行うことができないという結果が生じな
いようにする必要があるが，同時に，この問題は，インフォームドコンセントが
重視される社会にあって，医療行為の内容を理解して自己の意思決定を表明
することができない者に対する医療行為を行うために，どのようなプロセス
を経るべきかという問題の一つの表れであって，成年被後見人等に限って検討
して解決できる問題ではなく，医療同意の在り方全般を検討していく中で，併
せて検討対象とされるべき問題であるとの認識が大勢を占めた。

そして，この問題については，今後とも各方面において更に検討を行っていく
必要があるとされた。
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＜目的＞
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者に対して、福祉サービ

スの利用に関する援助等を行うことにより、地域において自立した生活が送れるよう支援する。

＜実施主体＞
都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会。ただし、事業の一部を、市区町村社

会福祉協議会等（基幹的社協等）に委託できる。平成２１年度末現在の基幹的社協等は７４８ヵ所。

＜対象者＞
判断能力が不十分な者であり、かつ本事業の契約の内容について判断し得る能力を有している

と認められる者。＊平成２１年度末実利用者数（３月末時点の実数）は、３１，９６８人。

＜援助内容＞
① 福祉サービスの利用援助
② 苦情解決制度の利用援助
③ 住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に

関する援助等
④ ①～③に伴う援助として「預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用

者の日常生活費の管理（日常的金銭管理）」「定期的な訪問による生活変化の察知」

具体的には、利用者との契約に基づいて、福祉サービス申請の助言や同行、サービスの利用料
の支払い、公共料金の支払い等の日常的金銭管理等を実施。（1ヶ月の平均利用回数は約2回、
利用料の平均1回1,200円）

日常生活自立支援事業について
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第４回全国家族ニーズ調査報告書
－精神障害者と家族の生活実態と意識調査－

１．調査方法
○ 全家連から各家族会経由で会員に調査票を郵送。

○ 有効回答数 ２，８４４票（回収率 ３１．１％）
※回答者の年齢 ６０歳代：３６．６％、７０歳代：２６．６％、８０歳以上：７．９％
※回答者の続柄 母：５２．４％、父：１９．２％、きょうだい：９．５％

２．調査対象
○ 活動中の１，３０７家族会の中から４分の１の確率で無作為抽出。
→ ３２７家族会、会員９，２４３名を抽出。

３．調査項目
○ 保護者の続柄および選任の状況
○ 家族が果たせる保護者の任務
○ 保護者制度の見直し
○ 今後の保護者制度に対する期待 等

４．調査時点
２００５年１１月１日

調査概要
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父, 43.1%

母, 22.1%

父と母, 7.0%

きょうだい, 
9.7%

本人の夫・妻, 
3.4%

子, 0.5%

祖父母, 0.1%

おじ・おば, 
0.4%

成年後見人・保

佐人, 0.1%

市町村長, 0.0%

保護者は決まっ

ていない, 2.0%
その他, 0.9%

わからない, 
3.8%

無回答, 7.0%

保護者の置かれている現状

17

保護者続柄

→ 保護者の約７割が父母である。

第４回全国家族ニーズ調査報告書
－精神障害者と家族の生活実態と意識調査－

n=2,844
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家族が果たせる保護者の任務
（複数回答）

保護者制度の見直し
（複数回答）

n=2,844 n=2,844
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今後の保護者制度に対する期待
n=2,844



調査結果（成年後見制度関係）

20

成年後見制度の利用の有無

法定後見

制度を利

用, 2.0%

任意後見

制度を利

用, 0.7%

利用して
いない, 
69.0%

わからな

い, 18.0%

無回答, 
10.3% 利用する必

要なし, 
33.9%

本人は利

用したがっ

ているが、

家族が反

対, 0.1%

家族は利

用させたい

が、本人が

反対, 3.3%

利用したい
が、利用の
仕方がわ
からない, 
13.4%

利用したい
が、費用負
担が心配, 

14.3%

成年後見制度を利用しない理由

→ 精神障害者やその家族のほとんどが成年後見制
度を利用していない。

→ 成年後見制度を利用していない者の中には、
利用方法や費用負担の問題が解決すれば利用
に転じる潜在的なケースが一定程度存在する。
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